
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）

▼
資　
格　
18
歳
以
上
27
歳
未
満

　
の
人

▼
受
付
期
間　

年
間
を
通
じ
て

　
行
っ
て
い
ま
す

▼
試
験
日　
受
け
付
け
の
と
き
に

　
お
知
ら
せ
し
ま
す

問
自
衛
隊
島
原
地
域
事
務
所
（
☎

　
�
３
７
５
９
）

燃
や
せ
る
ご
み
全
地
区
収
集
日

　
11
月
２
日
㈭
お
よ
び
11
月
24
日

㈮
は
市
内
全
地
区
の
燃
や
せ
る
ご

み
を
収
集
し
ま
す
。

　
ご
み
を
出
す
場
合
は
、
８
時
ま

で
に
指
定
の
場
所
へ
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
環
境
課
ク
リ
ー
ン
資
源
班
（
☎

　
内
線
１
９
３
）

年
末
調
整
説
明
会

▼
と　
き　
11
月
15
日
㈬　
13
時

　
30
分
～
15
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
島
原
復
興
ア
リ
ー
ナ

※
事
前
に
送
付
し
て
い
る
年
末
調

　
整
関
係
の
書
類
を
説
明
会
に
持

　
参
し
て
く
だ
さ
い

問
島
原
税
務
署
法
人
課
税
部
門
源

　
泉
所
得
税
担
当
（
☎
�
３
８
１

　
８
）

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
等

説
明
会

▼
と　
き　
11
月
20
日
㈪　
13
時

　
30
分
～
15
時

▼
と
こ
ろ　
有
明
公
民
館

▼
対
象
者　
市
内
の
事
業
者

※
一
般
の
人
も
参
加
で
き
ま
す

▼
申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
ん

　
で
く
だ
さ
い

問
島
原
税
務
署
法
人
課
税
部
門

　
（
☎
�
３
８
１
８
）

ひ
と
り
親
（
母
子
・
父
子
）

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

　
ひ
と
り
親
福
祉
医
療
費
受
給
者

証
の
更
新
手
続
き
を
次
の
と
お
り

行
い
ま
す
。

▼
受
付
期
間　
11
月
６
日
㈪
～
11

　
月
10
日
㈮

▼
受
付
場
所　
こ
ど
も
課
ま
た
は

　
有
明
支
所

▼
持
参
品　
福
祉
医
療
費
受
給
者

　
証
、
更
新
通
知
、
保
険
証
、
印

　
鑑

問
こ
ど
も
課
こ
ど
も
家
庭
班
（
☎

　
内
線
２
７
８
）
ま
た
は
有
明
支

　
所
（
☎
内
線
５
０
６
）

第
２
回
消
防
設
備
士
試
験

▼
と　
き　
平
成
30
年
１
月
28
日

　
㈰　
10
時
～

▼
と
こ
ろ　
長
崎
大
学
文
教
地
区

　
キ
ャ
ン
パ
ス
（
長
崎
市
）

▼
試
験
の
種
類　
甲
種
（
特
類
、

　
第
１
類
～
第
５
類
）､
乙
種
（
第

　
１
類
～
第
７
類
）

▼
受
験
申
請
方
法　
書
面
申
請
ま

　
た
は
電
子
申
請

▼
受
付
期
間

◎
書
面
申
請　
11
月
20
日
㈪
～
12

　
月
１
日
㈮

◎
電
子
申
請　
11
月
17
日
㈮
～
11

　
月
28
日
㈫

問
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
長
崎

　
県
支
部
（
〒
８
５
０
‐
０
０
３
２

　
長
崎
市
興
善
町
６
番
５　
☎
０

　
９
５
‐
８
２
２
‐
５
９
９
９ 

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ http://w

w

　

w
.shoubo-shiken.or.jp 

）

甲
種
防
火
管
理
者
資
格

取
得
講
習
会

▼
と　
き

○
11
月
30
日
㈭　
９
時
～
15
時

○
12
月
１
日
㈮　
９
時
～
15
時
30

　
分

▼
と
こ
ろ　
島
原
地
域
広
域
市
町

　
村
圏
組
合
消
防
本
部

▼
受
講
料　
３
６
５
０
円
（
テ
キ

　
ス
ト
代
）

▼
申
込
期
限　
11
月
17
日
㈮

問
島
原
消
防
本
部
予
防
課
（
☎
�

　
５
８
５
７
）

女
性
の
人
権
に
関
す
る
相
談

　
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

で
は
、
女
性
の
人
権
に
関
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
実
施
期
間　
11
月
13
日
㈪
～
11

　
月
19
日
㈰　
８
時
30
分
～
19
時

※
土
・
日
曜
は
10
時
～
17
時

募
　
集

■ 市役所本庁（代表）☎ 63-1111
■ 有明庁舎    （代表）☎ 68-1111
※外港庁舎と折橋庁舎への電話は本庁
　代表☎ 63-1111 から転送できます

＜広 告＞

　島原市　　 　　検索

お
知
ら
せ

24
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害
な
ど
が
生
じ
る
高
次
脳
機
能
障

害
（
疑
い
を
含
む
）
に
よ
り
、
生

活
の
し
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
人

な
ど
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

問
県
南
保
健
所
地
域
保
健
課
（
☎

　
�
３
２
８
９
）
ま
た
は
長
崎
県

　
高
次
脳
機
能
障
害
支
援
セ
ン
タ

　
ー
（
☎
０
９
５
‐
８
４
４
‐
５

　
５
１
５
）

エ
イ
ズ
即
日
検
査
を
行
い
ま
す

　
日
本
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
・
エ
イ

ズ
患
者
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

県
南
保
健
所
で
は
、
よ
り
多
く
の

人
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査
を
受
け
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
即
日
検
査
を

実
施
し
ま
す
。
検
査
は
無
料
・
匿

名
で
受
け
ら
れ
ま
す
が
事
前
に
予

約
が
必
要
で
す
。

▼
と　
き　
12
月
１
日
㈮　
14
時

　
～
20
時
（
受
付
は
19
時
30
分
ま

　
で
）

▼
と
こ
ろ　
県
南
保
健
所

▼
予
約
・
問
県
南
保
健
所
健
康
対

　
策
班
（
☎
�
３
２
８
９
）

結
核
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

　
島
原
半
島
は
県
や
全
国
に
比
べ

結
核
の
患
者
が
多
い
状
況
で
す
。

結
核
は
、
早
め
に
発
見
し
て
治
療

す
れ
ば
治
る
病
気
で
す
。
初
期
の

症
状
は
か
ぜ
の
症
状
と
よ
く
似
て

る
国
家
資
格
取
得
者
で
す
。

▼
気
管
挿
管
認
定
救
急
救
命
士

　
救
急
現
場
で
気
管
挿
管
を
実
施

す
る
に
は
、
麻
酔
科
専
門
医
（
麻

酔
担
当
医
師
）
の
指
導
に
よ
る
病

院
内
（
手
術
室
）
実
習
、
30
症
例

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
全
身
麻
酔
を
受
け
る
際
に
は
、

救
急
救
命
士
に
よ
る
気
管
挿
管
実

習
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
島
原
消
防
本
部
（
☎
�
３
０
８

　
０
）

精
神
保
健
福
祉
相
談

　
「
眠
れ
な
い
、
気
分
の
落
ち

込
み
が
続
く
」、「
極
端
に
食
べ
た

り
、
食
べ
な
か
っ
た
り
す
る
」
な

ど
、
こ
の
よ
う
な
症
状
の
あ
る
人

や
家
族
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

▼
精
神
科
医
師
に
よ
る
相
談　
　

　
火
曜　
14
時
～
17
時（
要
予
約
）

▼
保
健
所
職
員
（
保
健
師
、
作
業

　
療
法
士
な
ど
）
に
よ
る
相
談

　
月
曜
～
金
曜　
９
時
～
17
時

▼
と
こ
ろ　
県
南
保
健
所

▼
予
約
・
問
県
南
保
健
所
地
域
保

　
健
課
（
☎
�
３
２
８
９
）

高
次
脳
機
能
障
害
に
関
す
る

相
談

　
交
通
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
、
脳

に
受
け
た
損
傷
が
原
因
で
記
憶
障

＜広 告＞

▼
相
談
・
問
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

　
ラ
イ
ン
（
☎
０
５
７
０
‐
０
７

　
０
‐
８
１
０
）

長
崎
県
の
最
低
賃
金
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

　
平
成
29
年
10
月
６
日
か
ら
長
崎

県
の
最
低
賃
金
が
22
円
引
き
上
げ

ら
れ
、「
１
時
間
７
３
７
円
」
に

改
正
さ
れ
ま
す
。

　
労
働
者
に
支
払
う
賃
金
が
最
低

賃
金
以
上
か
ど
う
か
を
確
認
し
、

最
低
賃
金
違
反
に
な
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

問
島
原
労
働
基
準
監
督
署
（
☎
�

　
５
１
４
５
）

労
働
相
談

　
長
崎
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー

で
は
、労
働
問
題
全
般
に
つ
い
て
、

働
く
人
、
経
営
者
、
双
方
か
ら
無

料
、
秘
密
厳
守
で
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
。

○
セ
ン
タ
ー
職
員
に
よ
る
相
談

▼
と　
き　
月
曜
～
金
曜　
９
時

　
～
17
時
45
分

※
祝
日
を
除
く

○
弁
護
士
に
よ
る
相
談（
予
約
制
）

▼
と　
き　
毎
月
第
４
水
曜　
13

　
時
30
分
～
15
時
30
分

※
祝
日
を
除
く

問
長
崎
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
１
２
０
‐
７
８
３
‐
２

　
５
８
）

無
期
転
換
ル
ー
ル

　
「
無
期
転
換
ル
ー
ル
」
と
は
、

パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
契
約
社

員
な
ど
、
雇
用
さ
れ
る
期
間
を
定

め
て
働
く
人
が
対
象
で
、
平
成
25

年
４
月
１
日
以
降
の
労
働
契
約
期

間
が
通
算
し
て
５
年
を
超
え
る
と

き
、
労
働
者
が
使
用
者
に
無
期
転

換
を
申
し
込
ん
だ
場
合
、
使
用
者

の
承
諾
が
無
く
て
も
、
次
回
の
契

約
以
降
、
契
約
期
間
が
無
期
に
転

換
さ
れ
ま
す
。

　
労
働
者
が
申
し
込
ん
だ
後
に
、

使
用
者
が
無
期
労
働
契
約
を
し
な

い
場
合
は
正
当
な
理
由
が
な
い
か

ぎ
り
、
解
雇
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

問
長
崎
労
働
局
雇
用
環
境
・
賃
金

　
室
（
☎
０
９
５
‐
８
０
１
‐
０

　
０
５
０
）

気
管
挿
管
実
習
に
ご
協
力
を

　
島
原
消
防
本
部
で
は
、
す
で
に

11
人
の
救
急
救
命
士
が
気
管
挿
管

認
定
を
受
け
、
現
在
、
二
次
医
療

機
関
で
実
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
救
急
救
命
士
の
役
割
と
業
務

　
救
急
救
命
士
は
、
一
般
の
救
急

隊
員
が
行
う
応
急
処
置
の
ほ
か
、

心
肺
停
止
状
態
の
人
に
救
命
処
置

を
救
急
現
場
で
行
う
こ
と
が
で
き



▼
特
徴

①
掛
金
全
額
が
「
社
会
保
険
料
控

　
除
」
の
対
象
で
、
受
け
取
る
年

　
金
は
「
公
的
年
金
等
控
除
」
の

　
対
象
で
す

②
基
本
は
終
身
年
金
で
、
万
が
一

　
の
時
は
、
遺
族
に
一
時
金
が
支

　
払
わ
れ
ま
す

③
掛
金
は
一
時
停
止
や
増
減
も
で

　
き
ま
す
の
で
、
無
理
な
く
続
け

　
る
こ
と
が
で
き
ま
す

問
長
崎
県
国
民
年
金
基
金
（
☎
０

　
１
２
０
‐
６
５
‐
４
１
９
２
）

お
ゆ
ず
り
し
ま
す

・
弓
道
着
（
女
子
Ｍ
）

・
一
中
女
子
制
服
（
Ｍ
）

・
卓
球
台
（
折
り
た
た
み
式
）

・
子
ど
も
用
自
転
車

お
ゆ
ず
り
く
だ
さ
い

・
洗
濯
機

・
ベ
ッ
ド
（
大
人
用
）　

・
自
転
車
（
大
人
用
）

問
市
民
相
談 

・
消
費
生
活
セ
ン

　
タ
ー
（
☎
内
線
１
８
４
）

諫
早
年
金
事
務
所
出
張
相
談

▼
と　
き　
11
月
15
日
㈬
・
22
日

　
㈬
、
12
月
20
日
㈬

▼
と
こ
ろ　
三
会
農
村
環
境
改
善

　
セ
ン
タ
ー

▼
募
集
人
数　
15
人

※
11
月
22
日
㈬
は
10
人

▼
申
込
方
法　
相
談
開
設
日
の
10

　
日
前
ま
で
に
年
金
相
談
受
付
票

　
に
よ
る
予
約
（
電
話
予
約
可
）

　
を
し
て
く
だ
さ
い

※
相
談
日
の
2
カ
月
前
か
ら
予
約

　
で
き
ま
す

年
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
諫
早
年
金
事
務
所
（
☎
０
９
５

７
�
１
６
６
2
）
ま
た
は
市
民
窓

口
サ
ー
ビ
ス
課
窓
口
班
（
☎
内
線

２
３
２
）

国
民
年
金
基
金

　
国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金

に
上
乗
せ
し
て
加
入
し
、
税
金
の

優
遇
を
受
け
な
が
ら
、
よ
り
充
実

し
た
年
金
を
受
け
ら
れ
る
積
立
方

式
の
公
的
な
年
金
で
す
。

▼
加
入
で
き
る
人

○
第
１
号
被
保
険
者
（
た
だ
し
、

　
免
除
申
請
者
や
農
業
者
年
金
の

　
人
な
ど
一
部
を
除
く
）

○
国
民
年
金
任
意
加
入
者
（
高
齢

　
任
意
加
入
者
、
海
外
在
住
の
任

　
意
加
入
者
）

＜広 告＞

い
ま
す
が
、
咳
や
痰
、
発
熱
、
倦

怠
感
、
胸
部
痛
な
ど
の
症
状
が
２

週
間
以
上
続
く
と
き
は
早
め
に
医

療
機
関
で
診
察
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

問
県
南
保
健
所
（
☎
�
３
２
８
９
）

島
原
農
業
高
校
「
農
業
祭
」

▼
と　
き

○
11
月
11
日
㈯　
9
時
30
分
～
15

　
時

○
11
月
12
日
㈰　
9
時
30
分
～
13

　
時

▼
と
こ
ろ　
島
原
農
業
高
校

▼
内　
容　
学
習
成
果
の
展
示
、

　
農
産
物
の
即
売
な
ど

問
島
原
農
業
高
校
（
☎
�
５
１
３

　
５
）

島
原
市
医
師
会
看
護
学
校

「
第
７
回
学
校
祭
」

▼
と　
き　
11
月
11
日
㈯　
9
時

　
30
分
～
14
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
島
原
市
医
師
会
看
護

　
学
校

▼
内　
容　
血
圧
測
定
、宝
探
し
、

　
カ
フ
ェ
、
バ
ザ
ー
な
ど

問
島
原
市
医
師
会
看
護
学
校
（
☎

　
�
０
７
３
０
）

国
民
年
金
保
険
料
追
納
制
度

　
保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
の
ま

ま
だ
と
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

を
計
算
す
る
う
え
で
、
免
除
の
種

類
に
応
じ
て
受
け
取
る
年
金
額
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
さ
れ

た
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
追
納
す
る
こ
と
に
よ

り
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
に
近
づ

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

お
よ
び
市
県
民
税
の
申
告
に
お
い

て
そ
の
年
に
納
付
し
た
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
国
民

年
金
保
険
料
を
申
告
す
る
場
合
は
、

１
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保

険
料
の
額
を
証
明
し
た
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
ま
た
は
領
収
証
書
の
添
付
が

必
要
に
な
り
ま
す
。　

　
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
は
、
11
月
上
旬

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、
申
告
を
行
う
ま
で
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
本
人
の

社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー

不
用
品
の
交
換

26



問＝問い合わせ先　☎＝電話番号　F＝ＦＡＸ番号　M＝メールアドレス

27 Shimabara City Public Relation, 2017.11, Vol.762, Japan

＜広 告＞

市政情報発信中
●島原市ホームページ（http://www.city.shimabara.lg.jp/）
●ケーブルテレビ
・カボチャテレビ
　（土曜　8:30、10:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00）
　（日曜　8:00、15:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00）
・ひまわりテレビ（月曜～金曜　18:45）
●コミュニティＦＭ　ＦＭしまばら（88.4MHz）
　（月曜～金曜　９:00、13:00）
●新　聞　・島原新聞 市役所欄（随時）
　　　　　・長崎新聞 市政情報コーナー（毎月第２・４火曜）

●人　口  46,022 人（－ 21）
●男　性  21,468 人（－  ６）
●女　性  24,554 人（－ 15）
●世帯数  19,707 世帯（－３）

人 の動き（10 月１日現在）

９月中の動き
出生　35 人　  死亡　50 人
転入　70 件　  転出　69 件

「いつもチャレンジ精神で」
草野 仁 氏 講演会

島原文化会館　大ホール
11月26日日 開場 13：30 ／開演 14：00

全席自由　500 円
▶チケット取り扱い　島原文化会館、有明総合文化会館、
　　　　　　　　　　各地区公民館
▶問い合わせ先　社会教育課（☎ 68-5473）

平成 29年　秋季全国火災予防運動

火の取り扱いにはご注意を！
　火災は、人の生命や財産を一瞬にして奪ってしまいます。
　火の取り扱いには十分注意しましょう。
▶問い合わせ先
　島原地域広域市町村圏組合予防課（☎ 62-5857）

11月９日 木 11月15日 水～


